
相談支援専門員の要件となる実務経験について 
   本表は受講者の便宜上、兵庫県において作成したものです。詳細については「指定地域相談支援の提供に当

たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24年厚生労働省告示第 226号）」等の告示をご確認ください。 
 

業務範囲 業務内容 
必要 
年数 

障
害
者
の
保
健
、
医
療
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務 

第
１ 

相
談
支
援
業
務 

ア 平成 18年 10月 1日時点で下記の施設等において相談支援業務に従事しており、 

平成 18年９月 30日までに必要年数を満たしている者（告示１イ該当） 
○ 障害児相談支援事業、身体（知的）障害者相談支援事業 

○ 精神障害者地域生活支援センター 

３
年 

以
上 

イ 施設等における相談支援業務（告示１ロ(1)～(3)該当） 
○ 障害児相談支援事業、身体（知的）障害者相談支援事業、その他これに準じる事業 

○ 児童相談所、身体（知的）障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、福祉

事務所、その他これに準じる施設 

○ 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、

更正施設、介護老人保健施設、その他これに準じる施設 

５
年
以
上 

ウ 次のいずれかに該当する者が実施する、病院若しくは診療所における相談支援業務

（告示１ロ(4)該当） 
（１）社会福祉主事任用資格を有する者 

（２）介護職員初任者研修・訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者 

（３）国家資格等※を有する者 

（４）イに掲げる施設に従事した期間が１年以上である者 

エ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおける相談支援業務（告示

１ホ該当） 

オ 特別支援学校その他これに準じる機関における就学相談・教育相談・進路相談の業

務（告示１ヘ該当） 

第
２ 

直
接
支
援
業
務 

カ 施設及び医療機関等における介護業務（告示１ニ該当） 
○ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、医療法に規定す

る療養病床、その他これに準じる施設 

○ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、その他これに準じ

る事業 

○ 病院若しくは診療所、薬局、訪問看護事業所、その他これに準じる施設 

10
年
以
上 

第
３ 

有
資
格
者
等 

キ 次のいずれかに該当する者が実施する、上記カの直接支援業務（告示１ハ該当） 
（１）社会福祉主事任用資格を有する者 

（２）相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必

要な知識及び技術を修得したものと認められるもの（介護職員初任者研修・訪問介護員２級

以上に相当する研修を修了した者） 

（３）保育士（直接支援業務に該当しない保育所へ勤務した期間は、実務経験として日数換算で

きない） 

（４）児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 

５
年
以
上 

ク 国家資格等※による業務に５年以上従事している者が実施する、上記①の相談支援

業務又は上記②の直接支援業務（告示１ト該当） ３
年

以
上 

第１ 相談支援業務 

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自

立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務 

第２ 直接支援業務 

身体上若しくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護

者に対して介護に関する指導を行う業務 

※ 国家資格等 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、

視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄

養士（管理栄養士を含む）、精神保健福祉士 

 
（注）実務経験及び日数換算について 

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が１年あ
たり１８０日以上あることを言うものとする。例えば５年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が５年
以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が９００日以上であるものを言う。 
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30．4．25 

兵庫県相談支援従事者初任者研修に関するＱ＆Ａ 

 

問い合わせの多い項目等についてＱ＆Ａを作成しましたので、申込の際の参考としてください。 

（断りのない限り５日間受講（相談支援専門員資格取得）の方を想定しています。ご了承ください。） 
 
 

（受講の適否等について） 
 

質問 回答 

Ｑ１－１ 市町の窓口や指定相談支援事

業所に勤務する予定は全くないものの、

自らのスキルアップのために受講した

いが受講可能か。 

平成27年４月からの計画相談対象者の拡大に対応すると

いう喫緊の課題があることから、確実に指定相談支援事

業所に勤務する予定がある方に対象を限定させていただ

きます。 

Ｑ１－２ 相談支援専門員に就任できる

時期は不明だが、いつかはなりたいと思

っているので受講して良いか。 

資格を維持するには５年に一度現任研修を受ける必要が

あり、その現任研修受講には一定の相談支援経験（概ね

３年以上）が要求されていることから、早めに初任者研

修だけを受けても資格を喪失する可能性があります。相

談支援専門員として就任することが確実になってから受

講してください。 

Ｑ１－３ 現時点で指定相談支援事業を

行っていない法人である。この研修を受

けて、相談支援専門員になる資格を取得

すれば、すぐに指定相談支援事業所を立

ち上げることができるのか。 

相談支援事業所、特に急速な拡充が求められている指定

特定相談支援事業所（計画相談支援を実施）については、

その指定を市町村長が行うこととなっています。速やか

な事業立ち上げのためにも、事前に市町の障害福祉担当

課と相談しておくことをお薦めします。 

 

（受講日数について） 
 

質問 回答 

Ｑ２－１ サービス管理責任者の資格を

得るため、一昨年度、前半２日間の合同

講義のみを受講し、受講証明書をもらっ

た。今年度、新たに相談支援専門員の資

格をとりたいが、その際には後半の演習

等３日間だけを受講すればよいか。 

このような場合でも、再度、合同講義の２日間を含めた

５日間を一括で受講していただく必要があります（厚生

労働省に確認済）。相談支援初任者研修において、後半の

３日間のみを受講することはできません。 

Ｑ２－２ 今年度、前半２日間の合同講義

のみを受講し、来年度、後半の演習等３

日間だけを受講することは可能か。 

相談支援専門員になるには、同一年度に合同講義の２日

間を含めた５日間を一括で受講していただく必要があり

ます。 
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（実務経験について） 
 

質問 回答 

Ｑ３－１ 「相談支援専門員の要件となる

実務経験」がないと受講できないのか。 

実務経験要件は相談支援専門員として勤務する際に必要

な要件であり、受講時に必ずしも満たしている必要はあ

りません。しかし、一定の知識・経験がないと研修（特

に演習）への参加が困難、受講後速やかに相談支援専門

員として活躍していただきたい等の理由により、今年度

中に実務経験を満たす方を想定しています。 

Ｑ３－２ 社会福祉主事任用資格者等は

直接支援業務の実務経験が５年以上〔実

務要件キ〕となっているが、資格取得以

前の期間も含めて５年以上の実務経験

があればよいのか。 

そのとおりです。社会福祉主事任用資格等を取得してか

ら、あらためて５年間の実務経験が必要ということでは

ありません。（なお、医師等の国家資格〔実務経験ク〕の

場合も同様です。） 

Ｑ３－３ 専門学校で栄養士の資格を取

ったが障害福祉サービス事業所で栄養

士の資格とは関係ない介護等の業務に

３年間従事した。相談支援専門員の実務

経験として認められるか。 

医師等国家資格〔実務経験ク〕に係る要件は「その資格

に基づき当該資格に係る業務に従事した期間」が５年以

上とされており、資格に係る業務でない限り、実務経験

にはカウントされません。 

Ｑ３－４ 障害福祉サービス事業所に経

理事務職員として１０年以上勤務した

場合、実務経験として認められるか。 

あくまでも「相談支援の業務」や「介護等の業務」に

従事した期間をカウントするため、純粋な経理事務だ

けでは必要な実務経験として認められません。 

Ｑ３－５ 高齢者居宅介護支援事業所で

ケアマネジャー（介護支援専門員）とし

て５年以上従事した場合は対象となる

か。 

老人福祉施設に準ずる施設における相談支援業務〔実務

経験イ〕として、５年以上の実務経験があれば対象とな

ります。 

 

（提出書類について） 
 

質問 回答 

Ｑ４－１ 今年度中に別法人の相談支援

事業所に相談支援専門員として勤務す

る予定の場合はどこから申し込むのか。 

相談支援専門員として勤務する予定の相談支援事業所

（または法人）から申し込んでください。現在の勤務先

については、申込書の④に記入してください。 

Ｑ４－２ 同一法人の異なる事業所から

申し込む場合は、優先順位は付けなくて

良いか。 

障害福祉サービス事業等は事業所毎の指定のため、同一

法人であっても別事業所の場合は順位を付す必要はあり

ません。ただし、法人の規模等に比べあまりにも多くの

申込がある場合は、調整させていただくことがあります。 

Ｑ４－３ 「受講要件に関連する資格・取

得時期」とは何か。 

「相談支援専門員の要件となる実務経験について」に掲

載されている国家資格等（社会福祉主事任用資格、保育

士、看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉

士等）とその取得年月を記載してください。 
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（事前課題について） 

質問 回答 

Ｑ５－１ 相談支援従事者初任者研修に

おいて受講決定前の事前課題を課して

いるのはなぜか。 

近年の相談支援事業の制度的拡大に伴い、障害者相談支

援事業所における従事経験が乏しい受講者が増加したこ

と等から、研修の質を担保するため一定の事前学習を促

すとともに、市町村へ提出するサービス等利用計画の作

成等を担う相談支援専門員として不可欠な文章作成能力

を事前に確認する等の理由によるものです。 

Ｑ５－２ 事前課題の優劣（点数）のみで

受講の可否が決定するのか。 

当該事業所の状況、相談支援専門員養成の必要性や緊急

性、実務経験年数等も含め総合的に判断します。事前課

題の優劣のみで受講の可否を決定することはありませ

ん。 

Ｑ５－３ 事前課題の作成は自筆（肉筆）

によるものでなければならないのか。 

福祉のまちづくり研究所研修課のホームページにワード

形式の電子ファイルを掲示しておりますので、それを活

用し、プリントアウトしていただいても結構です。 

なお、文章については、既存の文章を写すことなく、受

講希望者自らで作成してください。本人以外の者が作成

したことが判明した場合、受講決定の取消を行うことが

あります。様式はホームページのワードによる指定の物

を使用ください。 

Ｑ５－４ 事前課題１はどれぐらいの分

量を書けば良いのか。また２枚目に渡っ

ても良いのか。 

選考の都合等もあり、指定された 400 字以内で納めて

いただくようにお願いします。 

（選考について） 

質問 回答 

Ｑ６－１ なぜ受講対象を「相談支援事業

所において相談支援専門員として従事

する方」に限定しているのか。 

相談支援専門員は指定相談支援事業所に勤務して計画相

談支援・地域相談支援などを行う職種であり、特に計画

相談支援を拡大する必要があることから、このような限

定を行っています。 

Ｑ６－２ 他府県の相談支援事業所にお

いて相談支援事業を実施している場合

には選考されないのか。 

当研修は兵庫県の委託を受けて実施しているため、兵庫

県内の指定相談支援事業所・障害福祉サービス事業所等

において従事している方（予定を含む）を優先して受講

決定します。 

Ｑ６－３ 申込書に「指定相談支援事業所

において相談支援専門員として従事さ

せることを確約します」とあるが、受講

者の相談支援専門員としての従事状況

を調査されるのか。 

例年、厚生労働省より「相談支援事業の実施状況等」調

査があり、その際に前年度の相談支援従事者初任者研修

修了者の相談支援専門員としての従事状況等を調査させ

ていただく予定です。 

Ｑ６－４ 選考により受講できなかった

場合、その理由等を教えてもらえるか。 

個別の選考理由については兵庫県社会福祉事業団・県障

害福祉課ともお答えしかねますので、ご了承ください。 

 


